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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体からの光を集光し、光学的に画角を変更可能な光学ズーム機能を有するレンズ部
と、
　前記レンズ部が集光した光を用いて電子的な画像データを連続的に生成する撮像部と、
　前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を順次トリミングして拡大するこ
とによって電子ズームを行う電子ズーム部と、
　前記画像の中で拡大する拡大領域を設定する設定部と、
　前記レンズ部に画角を変更する操作信号の入力を受け付けるレンズ操作部と、
　前記レンズ操作部による前記操作信号の入力が開始した位置で生成された前記画像デー
タに対応する開始画像と前記設定部が設定した前記拡大領域とに基づいて、前記開始画像
中において前記電子ズーム部が動作を開始する際に前記撮像部が生成する領域の端部を通
過する基準点を算出する基準点算出部と、
　前記画像内における前記拡大領域の画面内位置を逐次判定し、この判定結果と前記レン
ズ操作部による前記操作信号とに基づいて、前記画像の中心に対する前記レンズ部の前記
光学ズームによる拡大と前記拡大領域に対する前記電子ズーム部の前記電子ズームによる
拡大とを切換えながら連続的に制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記レンズ操作部が受け付けた前記操作信号に応じて前記光学ズームさ
れる画像の端部に前記基準点が到達した場合、前記レンズ部による前記光学ズームを停止
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して前記電子ズーム部の動作を開始する制御を行い、前記電子ズーム部による拡大が終了
した後に前記基準点が画像の端部に位置するように前記電子ズーム部のトリミングを制御
することによって前記拡大領域を画像の中心付近へ徐々に移動させながら前記拡大領域を
全領域とする画像の画像データを前記電子ズーム部に生成させることを特徴とする撮像装
置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記レンズ操作部からズームアップを指示する操作信号が入力された場合、前記撮像部
が順次生成した前記画像の端部と前記基準点とを比較しながら前記光学ズームによる拡大
と前記電子ズーム部の前記電子ズームによる拡大とを切換ながら連続的に制御するズーム
アップ制御を行う一方、
　前記レンズ操作部からズームダウンを指示する操作信号が入力された場合、前記撮像部
が順次生成した前記画像の端部と前記基準点とを比較しながら前記光学ズームによる縮小
と前記電子ズーム部の前記電子ズームによる縮小とを切換ながら連続的に制御するズーム
ダウン制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記レンズ操作部の操作時間と操作量とに基づいて、当該撮像装置のズーム速度を算出
する速度算出部をさらに備え、
　前記制御部は、前記速度算出部が算出した算出結果に応じて当該撮像装置のズーム速度
を制御することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記速度算出部が算出した算出結果に基づいて、前記電子ズーム部によ
る前記電子ズームのズーム速度を制御することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像部が生成する前記画像に含まれる被写体の顔を検出する顔検出部をさらに備え
、
　前記設定部は、前記顔検出部によって検出された被写体の顔領域を中心付近に含む領域
を前記拡大領域として設定することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の撮
像装置。
【請求項６】
　前記撮像部が生成する前記画像または前記電子ズーム部が生成する前記拡大領域に対応
する表示画像を表示する表示部と、
　前記表示部の画像表示面上に設けられ、外部からの物体の接触位置に応じた信号の入力
を受け付けるタッチパネルと、
　をさらに備え、
　前記設定部は、前記表示部が表示している前記表示画像に対し、前記タッチパネルにお
ける外部からの物体の接触位置を中心付近に含む領域を前記拡大領域として設定すること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記基準点が画像の端部に位置するように前記電子ズーム部のトリミン
グを制御することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記拡大領域を全領域とする画像を生成した後、該画像の端部に前記基
準点が位置するように前記電子ズーム部のトリミングを制御することを特徴とする請求項
２に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記レンズ部は、
　前記レンズ操作部と、
　前記レンズ操作部で入力を受けた信号に基づいて前記光学ズームの動作を制御するレン
ズ制御部と、
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　を有し、
　当該撮像装置の本体部から着脱自在であるとともに、前記本体部との間で通信可能であ
ることを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項１０】
　被写体からの光を集光し、光学的に画角を変更可能な光学ズーム機能を有するレンズ部
と、前記レンズ部が集光した光を用いて電子的な画像データを連続的に生成する撮像部と
、前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を順次トリミングして拡大するこ
とによって電子ズームを行う電子ズーム部と、前記レンズ部に画角を変更する操作信号の
入力を受け付けるレンズ操作部と、を備えた撮像装置が実行する撮像方法であって、
　前記画像の中で拡大する拡大領域を設定する設定ステップと、
　前記レンズ操作部による前記操作信号の入力が開始した位置で生成された前記画像デー
タに対応する開始画像と前記設定部が設定した前記拡大領域とに基づいて、前記開始画像
中において前記電子ズーム部が動作を開始する際に前記撮像部が生成する領域の端部を通
過する基準点を算出する基準点算出ステップと、
　前記画像内における前記拡大領域の画面内位置を逐次判定し、この判定結果と前記レン
ズ操作部による前記操作信号とに基づいて、前記画像の中心に対する前記レンズ部の前記
光学ズームによる拡大と前記拡大領域に対する前記電子ズーム部の前記電子ズームによる
拡大とを切換えながら連続的に制御する制御ステップと、
　を含み、
　前記制御ステップは、前記レンズ操作部が受け付けた操作信号に応じて光学ズームされ
る画像の端部に前記基準点が到達した場合、前記レンズ部による光学ズームを停止して前
記電子ズーム部の動作を開始する制御を行い、前記電子ズーム部による拡大が終了した後
に前記基準点が画像の端部に位置するように前記電子ズーム部のトリミングを制御するこ
とによって前記拡大領域を画像の中心付近へ徐々に移動させながら前記拡大領域を全領域
とする画像の画像データを前記電子ズーム部に生成させることを特徴とする撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像して電子的な画像データを生成する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラなどの撮像装置は、多様な撮影シーンにそれぞれ適した画像を撮
影することができる。たとえば、撮影者が自分自身を被写体として撮影する自分撮り撮影
の場合、被写体の顔が撮影する画面からはみ出して撮影に失敗することを防止する技術が
知られている（特許文献１参照）。この技術では、被写体の顔の輪郭を検出するとともに
、撮影画面の範囲内に顔の輪郭が収まっているか否かを判定し、顔の輪郭が撮影時に撮影
画面の範囲内に収まっていない場合、音声等で撮影者に警告を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２４４８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年のデジタルカメラは、静止画のみならず、動画も撮影することができる
のが一般的である。動画撮影の場合、撮影者の思ったような効果のズーミングを行うこと
ができなかった。すなわち、動画撮影は、撮影前に操作状態を決定できる静止画撮影と異
なり、被写体をズーミングしながら撮影する際、被写体が撮影画像からはみ出さないよう
にするなど、撮影者が撮影方向を変えながら構図を変更しなければならず、高度な技術が
必要であった。
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【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、撮影中に難しい操作をすることなく、
簡易な操作で所望の領域の動画を撮影することができる撮像装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、被写体から
の光を集光するレンズを有し、該レンズの画角を変更することによって光学ズームを行う
レンズ部と、前記レンズ部が集光した光を用いて電子的な画像データを連続的に生成する
撮像部と、前記撮像部が生成した画像データに対応する画像をトリミングして拡大するこ
とによって電子ズームを行う電子ズーム部とを備えた撮像装置であって、前記撮像部が生
成する画像データに対応する画像の中で拡大する拡大領域を設定する設定部と、前記レン
ズ部における光学ズームの操作を開始する操作信号の入力を受け付けるレンズ操作部と、
前記レンズ操作部による操作信号の入力が開始した位置で生成された画像データに対応す
る開始画像と前記設定部が設定した拡大領域とに基づいて、前記開始画像中において前記
電子ズーム部が動作を開始する際に前記撮像部が生成する領域の端部を通過する基準点を
算出する基準点算出部と、前記レンズ操作部が受け付けた操作信号に応じて光学ズームさ
れる画像の端部に前記基準点が到達した場合、前記レンズ部による光学ズームを停止して
前記電子ズーム部の動作を開始する制御を行うとともに、前記電子ズーム部の動作中また
は動作後に前記拡大領域を画像の中心付近へ移動させながら全領域とする画像の画像デー
タを生成する制御を行う制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記制御部は、前記基準点が画像
の端部に位置するように前記電子ズーム部のトリミングを制御することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記制御部は、前記拡大領域を全
領域とする画像を生成した後、前記基準点が画像の端部に位置するように前記電子ズーム
部のトリミングを制御することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記撮像部が生成する前記画像に
含まれる被写体の顔を検出する顔検出部を備え、前記設定部は、前記顔検出部によって検
出された被写体の顔領域を中心付近に含む領域を前記拡大領域として設定することを特徴
とする。
【００１０】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記撮像部が生成する前記画像ま
たは前記電子ズーム部が生成する前記拡大画像に対応する表示画像を表示する表示部と、
前記表示部の画像表示面上に設けられ、外部からの物体の接触位置に応じた信号の入力を
受け付けるタッチパネルと、を備え、前記設定部は、前記顔検出部が複数の被写体の顔を
検出した場合、前記表示部が表示している前記表示画像に対し、前記タッチパネルにおけ
る外部からの物体の接触位置に応じた被写体の顔領域を中心付近に含む領域を前記拡大領
域として設定することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記撮像部が生成する前記画像ま
たは前記電子ズーム部が生成する前記拡大画像に対応する表示画像を表示する表示部と、
前記表示部の画像表示面上に設けられ、外部からの物体の接触位置に応じた信号の入力を
受け付けるタッチパネルと、を備え、前記設定部は、前記表示部が表示している前記表示
画像に対し、前記タッチパネルにおける外部からの物体の接触位置に応じて前記拡大領域
を設定することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記レンズ操作部の操作時間と操
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作量とに基づいて、当該撮像装置のズーム速度を算出する速度算出部を備え、前記制御部
は、前記速度算出部の算出結果に応じて当該撮像装置のズーム速度を制御することを特徴
とする。
【００１３】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記レンズ部は、前記レンズ操作
部と、前記レンズ操作部で入力を受けた信号に基づいて光学ズームの動作を制御するレン
ズ制御部と、を有し、当該撮像装置の本体部から着脱自在であるとともに、前記本体部と
の間で通信可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る撮像装置によれば、設定部が撮像部によって生成される画像データに対応
する画像の中で拡大する拡大領域を設定し、制御部がレンズ操作部によって受け付けられ
た操作信号に応じて光学ズームされる画像の端部に基準点算出部によって算出された基準
点が到達した場合、レンズ部による光学ズームを停止して電子ズーム部の動作を開始する
制御を行うとともに、電子ズーム部の動作中または動作後に拡大領域を画像の中心付近へ
移動させながら全領域とする画像の画像データを生成する制御を行う。この結果、撮影中
に難しい操作をすることなく、簡易な操作で所望の領域の動画を撮影することができる効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の前面側の構成を示す斜視図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の背面側の構成を示す斜視図であ
る。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の動画撮影モードで行うズームア
ップ制御処理において表示部が表示する画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の処理の概要を示すフローチャー
トである。
【図６】図６は、撮影者がズーム操作を行う状況を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置が行うズームアップ制御処理の概
要を示すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置のズームアップ制御処理を説明す
る図である。
【図９】図９は、基準点算出部が算出する基準点の算出方法の概要を説明する図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置が行うズームダウン制御処理
の概要を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置の動画撮影モードで行うズー
ムアップ制御処理において表示部が表示する画面の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置のズームアップ制御処理の概
要を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置のズームアップ制御処理を説
明する図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態にかかる変形例において複数の被写体を選択す
る状況を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態にかかる変形例において撮影者の右手の指のタ
ッチ位置を示す図である。
【図１６】図１６は、図１５でタッチされた位置に応じて設定部が設定する拡大領域を示
す図である。
【図１７】図１７は、レンズ操作部の別な構成例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）
について説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるもので
はない。また、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付している。
【００１７】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。図２は
、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の被写体に面する側（前面側）の構成を示す斜視
図である。図３は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置の撮影者に面する側（背面側）
の構成を示す図である。図１～図３に示す撮像装置１は、デジタル一眼レフカメラであり
、本体部２と、本体部２に着脱可能なレンズ部３とを備える。
【００１８】
　図１～図３に示すように、本体部２は、撮像部２１と、操作入力部２２と、時計２３と
、本体通信部２４と、記憶部２５と、表示部２６と、タッチパネル２７と、制御部２８と
を備える。
【００１９】
　撮像部２１は、レンズ部３が集光した光を受光して電気信号に変換するＣＣＤ（Charge
　Coupled　Device）等の撮像素子と、撮像素子から出力されるアナログ信号に増幅等の
信号処理を施した後、Ａ／Ｄ変換を行うことによってデジタルの画像データを生成する信
号処理回路とを有する。
【００２０】
　操作入力部２２は、図２および図３に示すように、電源スイッチ２２１と、撮像装置１
の撮影指示を与えるレリーズ信号を入力するレリーズスイッチ２２２と、レンズ部３のズ
ーム操作を行うズームスイッチ２２３と、撮像装置１の各種設定を行う設定用スイッチ２
２４とを有する。
【００２１】
　時計２３は、撮影日時の判定機能やタイマー機能を有する。時計２３は、撮影者によっ
てレリーズスイッチ２２２が操作された際に撮像部２１が生成する画像データに日時デー
タを付加するため、制御部２８に日時データを出力する。
【００２２】
　本体通信部２４は、本体部２に装着されたレンズ部３との通信を行うための通信インタ
ーフェースである。なお、本体通信部２４は、本体部２に設けられた電源（図示せず）か
らレンズ部３に電力を供給するようにしてもよい。
【００２３】
　記憶部２５は、撮像装置１の内部に固定的に設けられるフラッシュメモリやＤＲＡＭ（
Dynamic　Random　Access　Memory）等の半導体メモリを用いて実現される。記憶部２５
は、画像データを記録するとともに、本体部２に装着可能なレンズ部３の種類に応じたズ
ーム速度やレンズ特性等の情報を記憶する。なお、記憶部２５が、外部から装着されるメ
モリカード等の記憶媒体に対して情報を記憶する一方、記憶媒体が記憶する情報を読み出
す記録媒体インターフェースとしての機能を有してもよい。
【００２４】
　表示部２６は、液晶または有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等からなる表示パネル
を用いて実現される。表示部２６は、撮像部２１が生成する画像データに対応する画像を
表示する。表示部２６は、撮像装置１の操作情報や撮影に関する情報を適宜表示する。
【００２５】
　タッチパネル２７は、表示部２６の表示画面上に重ねて設けられる（図３を参照）。タ
ッチパネル２７は、撮影者が表示部２６で表示される情報に基づいて接触（タッチ）した
位置を検出し、この接触位置に応じた操作信号の入力を受け付ける。一般に、タッチパネ
ルとしては、抵抗膜方式、静電容量方式、光学方式等がある。本実施の形態１では、いず
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れの方式のタッチパネルであっても適用可能である。
【００２６】
　制御部２８は、撮像部２１から出力されるデジタル信号に対して所定の信号処理を行う
とともに本体部２の動作制御を行うものであり、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）
等を用いて実現される。制御部２８は、電子ズーム部２８１と、設定部２８２と、基準点
算出部２８３と、顔検出部２８４と、速度算出部２８５と、動画圧縮部２８６とを有する
。
【００２７】
　電子ズーム部２８１は、撮像部２１が生成した画像データに対応する画像をトリミング
して拡大することによって電子ズームを行う。設定部２８２は、撮像部２１が生成する画
像データに対応する画像の中で拡大する拡大領域を設定する。基準点算出部２８３は、後
述するレンズ操作部３４による操作信号の入力が開始した位置で生成された画像データに
対応する開始画像と設定部２８２が設定した拡大領域とに基づいて、開始画像中において
電子ズーム部２８１が動作を開始する際に撮像部２１が生成する領域の端部を通過する基
準点を算出する。顔検出部２８４は、撮像部２１が生成する画像データに対応する画像に
含まれる被写体の顔をパターンマッチング等で検出する。速度算出部２８５は、撮像装置
１のズーム速度を算出する。動画圧縮部２８６は、撮像部２１が撮影した動画データを圧
縮する。
【００２８】
　制御部２８は、後述するレンズ操作部３４が受け付けた操作信号に応じて光学ズームさ
れる画像の端部に基準点が到達した場合、レンズ部３による光学ズームを停止して電子ズ
ーム部２８１の動作を開始する制御を行うとともに、電子ズーム部２８１の動作中または
動作後に拡大領域を画像の中心付近へ移動させながら全領域とする画像の画像データを生
成する制御を行う。また、本実施の形態１では、設定部２８２は、顔検出部２８４によっ
て検出された被写体の顔領域を中心付近に含む領域を拡大領域として設定する。
【００２９】
　なお、本体部２に対して、音声入出力機能およびインターネットを介して通信を行う通
信機能を具備させてもよい。
【００３０】
　レンズ部３は、ズームレンズ３１と、レンズ駆動部３２と、位置判定部３３と、レンズ
操作部３４と、レンズ通信部３５と、レンズ制御部３６とを有する。ズームレンズ３１は
、一または複数のレンズによって構成され、所定の視野領域から光を集光するとともに、
画角を変化させる光学ズーム機能を有する。位置判定部３３は、ズームレンズ３１のズー
ム位置（画角）を判定する。レンズ操作部３４は、図２に示すように、レンズ部３のレン
ズ鏡筒の周囲に設けられるズームリングであり、レンズ部３における光学ズームの操作を
開始する操作信号の入力を受け付ける。なお、図示はしないが、レンズ部３は、ズームレ
ンズ３１が集光した光の入射量を調整する絞りを有する。
【００３１】
　以上の構成を有する撮像装置１の動画撮影モードで行うズームアップ制御処理の概要に
ついて説明する。図４は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置１の動画撮影モードで行
うズームアップ制御処理において表示部２６が表示する画面の一例を示す図である。図４
において、撮像装置１が被写体を動画撮影モードでズーミングした場合に、表示部２６が
表示する複数の画像のうち、代表的な４枚の画像Ｗ１～Ｗ４（図４（ａ）～（ｄ））を示
している。なお、各画像Ｗ１～Ｗ４の間には、複数の画像が存在する。
【００３２】
　図４に示すように、動画撮影中に撮影者がレンズ操作部３４を操作してズーミングしな
がら撮影する場合において、被写体である人物がレンズ部３の光軸上（画像の中心）に存
在しないときに、被写体がズーミングに応じて徐々に狭くなる視野領域（画像）からはみ
出す。このため、撮影者は、通常、ズームミングしつつ、撮影中に撮影方向を被写体に合
わせながら（パンニング）撮影を行わなければならず、作業が複雑になった。この結果、
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撮影者には、高度な技術が必要であった。したがって、本実施の形態１では、設定部２８
２が顔検出部２８４によって検出された被写体の顔領域を中心付近に含む領域を拡大領域
として設定し、制御部２８がレンズ操作部３４によって受け付けられた操作信号に応じて
光学ズームされる画像の端部に基準点が到達した場合、レンズ部３による光学ズームを停
止して電子ズーム部２８１の動作を開始する制御を行うとともに、電子ズーム部２８１の
動作中または動作後に拡大領域を画像の中心付近へ移動させながら全領域とする画像の画
像データを生成する制御を行う。
【００３３】
　図４に示すように、撮像装置１は、動画撮影中に撮影者によってレンズ操作部３４でズ
ームアップ操作が行われることによって、制御部２８が画像の左領域に写る被写体をズー
ミングしながら画像の中心に移動させつつ、拡大領域を全領域とする画像の画像データを
生成する（図４（ａ）～（ｄ））。これにより、撮影者は、動画撮影でズーミングを行う
場合、被写体に撮影方向を合わせることなく、レンズ操作部３４の操作のみで、所望の動
画、たとえば被写体が画像の中心になる動画を撮影することができる。
【００３４】
　つぎに、本実施の形態１に係る撮像装置１が行う処理について説明する。図５は、本発
明の実施の形態１に係る撮像装置１が行う処理の概要を示すフローチャートである。
【００３５】
　図５において、まず、制御部２８は、撮像装置１の電源がオンになっているか否かを判
断する（ステップＳ１０１）。撮像装置１の電源がオンになっている場合（ステップＳ１
０１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１０２に移行する。一方、撮像装置１の電源が
オンになっていない場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、撮像装置１は本処理を終了する。
【００３６】
　その後、制御部２８は、撮像装置１が一定の微小な時間間隔で複数の画像データを連続
的に生成する動画撮影モードに設定されているか否かを判断する（ステップＳ１０２）。
撮像装置１が動画撮影モードに設定されている場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、撮像
装置１はステップＳ１０３に移行する。一方、撮像装置１が動作撮影モードに設定されて
いない場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ１１９に移行する。
【００３７】
　まず、撮像装置１が動画撮影モードに設定されている場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ
）について説明する。この場合、表示部２６は、撮像部２１が生成する画像データに対応
するスルー画（画像）を表示する（ステップＳ１０３）。
【００３８】
　その後、制御部２８は、撮影者によってレリーズスイッチ２２２が押されて撮影開始の
指示信号が入力されたか否かを判断する（ステップＳ１０４）。撮影開始の指示信号が入
力されてない場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ１０６に移行す
る。一方、撮影開始の指示信号が入力された場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、制御部
２８は、撮像部２１における撮影を開始する制御を行い（ステップＳ１０５）、撮像装置
１はステップＳ１０６に移行する。
【００３９】
　続いて、制御部２８は、レンズ通信部３５を介してレンズ操作部３４が撮影者によって
ズーム操作されたか否かを判定する（ステップＳ１０６）。レンズ操作部３４が撮影者に
よってズーム操作されていない場合（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、撮像装置１はステップ
Ｓ１１６に移行する。一方、レンズ操作部３４が撮影者によってズーム操作された場合（
ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１０７に移行する。
【００４０】
　図６は、撮像装置１を用いて撮影する際の撮影者の撮影状況を示す図である。図６に示
すように、撮影者は、表示部２６で表示される画像を見ながら、右手で本体部２を支えつ
つ、左手でレンズ操作部３４を回転させることによってズーム操作を行う。この場合、撮
影者は、メカ的なズーム操作と同様の操作感を得ることができる。さらに、撮影者は、大
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きめの交換レンズを有するレンズ部３を装着した撮像装置１を保持する場合であっても、
大きめな交換レンズを支えながらの操作を敏速かつ直感的に行いやすい。このため、撮影
者は、思い通りのタイミングで効果的なズーム操作を行うことが可能となる。
【００４１】
　ステップＳ１０７において、速度算出部２８５は、レンズ操作部３４の操作時間と操作
量とによって撮像装置１のズーム速度を算出する（ステップＳ１０７）。具体的には、図
５に示す状況下で、撮影者がレンズ操作部３４を回転させた回転量と操作時間とに基づい
て、撮像装置１のズーム速度を算出する。
【００４２】
　その後、制御部２８は、顔検出部２８４が画像内で被写体の顔を検出したか否かを判断
する（ステップＳ１０８）。顔検出部２８４が画像内で被写体の顔を検出した場合（ステ
ップＳ１０８：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１０９に移行する。一方、顔検出部２
８４が画像内の被写体の顔を検出していない場合（ステップＳ１０８：Ｎｏ）、撮像装置
１はステップＳ１１３に移行する。
【００４３】
　まず、顔検出部２８４が画像内で被写体の顔を検出した場合（ステップＳ１０８：Ｙｅ
ｓ）について説明する。この場合、設定部２８２は、顔検出部２８４が検出した被写体の
顔領域を中心付近に含み、かつ、顔の縦の長さと領域の縦の長さとが一致する領域を拡大
領域として設定する（ステップＳ１０９）。
【００４４】
　その後、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作がズームアップ操作であるか否かを判
断する（ステップＳ１１０）。レンズ操作部３４の操作がズームアップ操作である場合（
ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、制御部２８は、後述するズームアップ制御処理を行う（ス
テップＳ１１１）。一方、レンズ操作部３４の操作がズームアップ操作でない場合（ステ
ップＳ１１０：Ｎｏ）、制御部２８は、後述するズームダウン制御処理を行う（ステップ
Ｓ１１２）。
【００４５】
　つぎに、顔検出部２８４が画像内で被写体の顔を検出していない場合（ステップＳ１０
８：Ｎｏ）について説明する。この場合、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作がズー
ムアップ操作であるか否かを判断する（ステップＳ１１３）。レンズ操作部３４の操作が
ズームアップ操作である場合（ステップＳ１１３：Ｙｅｓ）、制御部２８は、レンズ操作
部３４の操作量（回転量）と速度算出部２８５が算出したズーム速度とに基づいて、所定
の倍率、例えば画角が２倍になるように撮像装置１のズーム倍率を制御することによって
画像を徐々に拡大する（ステップＳ１１４）。一方、レンズ操作部３４の操作がズームア
ップ操作でない場合（ステップＳ１１３：Ｎｏ）、制御部２８は、レンズ操作部３４の操
作量と速度算出部２８５が算出したズーム速度とに基づいて、所定の倍率になるように撮
像装置１のズーム倍率を制御することによって、画像を徐々に縮小する（ステップＳ１１
５）。
【００４６】
　ステップＳ１１６において、制御部２８は、撮像装置１が撮影中であって撮影終了操作
が入力されたか否かを判断する。撮影終了操作が入力された場合（ステップＳ１１６：Ｙ
ｅｓ）、制御部２８は、撮像装置１における撮影動作を終了する制御を行い（ステップＳ
１１７）、撮像装置１はステップＳ１１８に移行する。一方、撮影終了操作が入力されて
いない場合（ステップＳ１１６：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ１０１に戻る。
【００４７】
　ステップＳ１１８において、制御部２８は、動画圧縮部２８６で圧縮された一連の画像
データを記憶部２５に記憶させ、撮像装置１はステップＳ１０１に戻る。
【００４８】
　つぎに、撮像装置１が静止画撮影モードに設定されている場合（ステップＳ１０２：Ｎ
ｏ、ステップＳ１１９：Ｙｅｓ）について説明する。この場合、まず、表示部２６は、撮
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像部２１が生成する画像データに対応するスルー画を表示させる（ステップＳ１２０）。
【００４９】
　その後、制御部２８は、レリーズスイッチ２２２が押されて撮影開始の指示信号が入力
されたか否かを判断する（ステップＳ１２１）。撮影開始の指示信号が入力されてない場
合（ステップＳ１２１：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ１０１に戻る。一方、撮影開始
の指示信号が入力された場合（ステップＳ１２１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１
２２に移行する。
【００５０】
　ステップＳ１２２において、制御部２８は、現在の表示部２６が表示するスルー画に対
して撮影を行い、撮像部２１によって生成された画像データに圧縮等の処理を施して記憶
部２５に記憶させ（ステップＳ１２３）、撮像装置１はステップＳ１０１に戻る。
【００５１】
　つぎに、撮像装置１が再生モードに設定されている場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ，ス
テップＳ１１９：Ｎｏ，ステップＳ１２４：Ｙｅｓ）について説明する。この場合、まず
、制御部２８は、所定の画像を記憶部２５から読み出して表示部２６に再生表示させる（
ステップＳ１２５）。ここで、最初に表示する画像は、例えば最新の画像である。
【００５２】
　その後、制御部２８は、操作入力部２２によって画像の変更を指示する変更指示信号が
入力されたか否かを判断する（ステップＳ１２６）。画像の変更を指示する変更指示信号
が入力されてない場合（ステップＳ１２６：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ１２８に移
行する。一方、画像の変更を指示する変更指示信号が入力された場合（ステップＳ１２６
：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１２７に移行する。
【００５３】
　ステップＳ１２７において、制御部２８は、指示された別の画像を記憶部２５から読み
出して表示部２６に再生表示させ、制御部２８は、操作入力部２２の操作によって再生終
了の指示信号が入力されたか否かを判断する（ステップＳ１２８）。再生終了の指示信号
が入力された場合（ステップＳ１２８：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１０１に戻る
。一方、再生終了の指示信号が入力されていない場合（ステップＳ１２８：Ｎｏ）、撮像
装置１はステップＳ１２６に戻る。
【００５４】
　図７は、図５のステップＳ１１１のズームアップ制御処理の概要を示すフローチャート
である。図８は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置１のズームアップ制御処理を説明
する図である。
【００５５】
　図７に示すように、まず、制御部２８は、顔検出部２８４が検出した被写体の顔が表示
部２６によって表示される画像の中心より外側であるか否かを判断する（ステップＳ２０
１）。具体的には、図８（ａ）に示すように、顔検出部２８４が検出した被写体Ｓ１の顔
が開始画像Ｅ１の中心より外側であるか否かを判断する。被写体の顔が表示部２６によっ
て表示される画像の中心より外側である場合（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、撮像装置１
はステップＳ２０２に移行する。一方、被写体の顔が表示部２６によって表示される画像
の中心より外側でない場合（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ２０８
に移行する。
【００５６】
　まず、被写体の顔が表示部２６によって表示される画像の中心より外側である場合（ス
テップＳ２０１：Ｙｅｓ）について説明する。この場合、基準点算出部２８３は、レンズ
操作部３４による操作信号の入力が開始した位置で生成された画像データに対応する開始
画像と設定部２８２が設定した拡大領域とに基づいて、開始画像中において電子ズーム部
２８１が動作を開始する際に撮像部２１が生成する領域の端部を通過する基準点を算出す
る（ステップＳ２０２）。
【００５７】
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　図９は、基準点算出部２８３が算出する基準点の算出方法の概要を説明する図である。
図９に示すように、基準点算出部２８３は、レンズ操作部３４による操作信号の入力が開
始した位置で生成された画像データに対応する開始画像Ｅ１と設定部２８２が設定した拡
大領域Ｄ１とに基づいて、開始画像Ｅ１中において電子ズーム部２８１が動作を開始する
際に撮像部２１が生成する領域の端部を通過する基準点Ｋ１を算出する。具体的には、基
準点Ｋ１は、
　Ｋ１＝Ｘｆ－ΔＹｆ×（８／９）　　　・・・（１）
で設定される。ここで、式（１）の右辺のＸｆは、レンズ操作部３４による操作信号の入
力が開始した位置で生成された画像データに対応する開始画像Ｅ１の中心を座標の原点と
する座標系でみたときに、被写体Ｓ１の顔の中心位置Ａ１のＸ座標である。また、式（１
）の右辺のΔＹｆは、被写体Ｓ１の顔の縦の長さである。この長さΔＹｆは、例えばテレ
ビ等で表示するため、縦と横とのアスペクト比を９：１６とした場合、被写体Ｓ１の顔の
横（Ｘ方向）の長さが９：１６の画像内に収まる長さになるように設定する。これにより
、基準点算出部２８３は、開始画像Ｅ１を上述した座標系でみたときに、基準点Ｋ１のＸ
座標とＹ座標とを算出することができる。また、上述した基準点Ｋ１は、被写体が開始画
像Ｅ１の左領域に存在する場合（Ｋ１＜０）について説明したが、被写体が開始画像Ｅ１
の右領域に存在する場合（Ｋ１≧０）では、基準点Ｋ１は、
　Ｋ１＝Ｘｆ＋ΔＹｆ×（８／９）　　　・・・（２）
で設定される。
【００５８】
　なお、基準点算出部２８３は、レンズ操作部３４による操作信号の入力が開始した位置
で生成された開始画像Ｅ１に対応するように、ズーミングによって順次変化する画像の基
準点を相対的に算出する。また、基準点の算出方法では、縦と横とのアスペクト比を９：
１６としていたが、例えばアスペクト比を操作入力部２２によって設定できるようにして
もよい。さらに、基準点を拡大領域の左下の頂点にしているが、例えば拡大領域の中心や
他の頂点であってもよい。
【００５９】
　ステップＳ２０３において、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作内容に応じて順次
拡大する画像の端部が基準点より外側であるか否かを判断する。具体的には、図８（ａ）
に示すように、開始画像Ｅ１から順次拡大する画像の端部が基準点Ｋ１より外側であるか
否かを判断する。画像の端部が外側である場合（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、制御部２
８は、速度算出部２８５が算出したズーム速度でレンズ部３に光学ズーム動作を行わせる
ことによって、撮像部２１が生成する画像データに対応する画像が目標の画像Ｅ２になる
ように徐々に拡大する制御を行う（ステップＳ２０４）。
【００６０】
　その後、制御部２８は、レンズ操作部３４が受け付けた操作信号に応じて光学ズームさ
れることによって、順次拡大される画像の端部に基準点Ｋ１が到達したか否かを判断する
（ステップＳ２０５）。具体的には、図８（ｂ）に示すように、画像Ｅ２の端部に基準点
Ｋ１が到達したか否かを判断する。画像Ｅ２の端部に基準点Ｋ１が到達した場合（ステッ
プＳ２０５：Ｙｅｓ）、制御部２８は、レンズ部３による光学ズーム動作を停止する制御
を行い、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、画像Ｅ２の端部に基準点Ｋ１が到達
していない場合（ステップＳ２０５：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ２０４に戻り、レ
ンズ部３に光学ズーム動作を行わせることによって画像の拡大を続ける。
【００６１】
　つぎに、レンズ操作部３４の操作内容に応じて順次拡大する画像の端部が基準点より外
側でない場合（ステップＳ２０３：Ｎｏ）について説明する。この場合、制御部２８は、
電子ズーム部２８１の動作を開始する制御を行うとともに、基準点が画像の端部に位置す
るように、速度算出部２８５が算出したズーム速度で電子ズーム部２８１に電子ズーム動
作を行わせることによって画像を徐々に拡大する（ステップＳ２０６）。具体的には、図
８（ｂ）～（ｄ）に示すように、制御部２８は、画像Ｅ２→画像Ｅ３→画像Ｅ４になるよ
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うに電子ズーム部２８１のトリミングを制御することによって、拡大領域を画像の中心付
近へ徐々に移動させながら、最終的に拡大領域を全領域とする画像の画像データを生成す
る。この場合、電子ズームのズーム速度は、光学ズームのズーム速度に対応させてもよい
。また、電子ズームのズーム速度を拡大領域の大きさに併せて調整するようにしてもよい
。
【００６２】
　その後、制御部２８は、画像が拡大領域に到達したか否かを判断する（ステップＳ２０
７）。具体的には、制御部２８は、図８（ｄ）に示すように、画像Ｅ４が、設定部２８２
によって設定された拡大領域Ｄ１（図９に示す顔領域Ｄ１）に到達したか否かを判断する
。画像が拡大領域に到達した場合（ステップＳ２０７：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインル
ーチンに戻る。一方、画像が拡大領域に到達していない場合（ステップＳ２０７：Ｎｏ）
、撮像装置１はステップＳ２０６に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせ
ることによって画像の拡大を続ける。これにより、撮影者は、動画撮影中でズーミングを
行う場合、被写体に撮影方向を合わせることなく、レンズ操作部３４の操作のみで、被写
体が画像の中心に移動した動画を撮影することができる。
【００６３】
　つぎに、被写体の顔が画像の中心より外側である場合（ステップＳ２０１：Ｎｏ）につ
いて説明する。この場合、制御部２８は、光学ズームが可能であるか否かを判断する（ス
テップＳ２０８）。光学ズームが可能である場合（ステップＳ２０８：Ｙｅｓ）、撮像装
置１はステップＳ２０９に移行する。一方、光学ズームが可能でない場合（ステップＳ２
０８：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ２１１に移行する。
【００６４】
　ステップＳ２０９において、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作量と速度算出部２
８５が算出したズーム速度とに基づいて、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせることに
よって画像を徐々に拡大する。この状況下は、撮像装置１が電子ズーム中でなく、かつ被
写体の顔が画像の中心に存在する。このため、制御部２８は、通常の光学ズーム動作で被
写体を徐々に拡大するだけで、被写体が画像の中心になる動画を撮影することができる。
【００６５】
　その後、制御部２８は、光学ズームが所定の倍率に到達したか否かを判断する（ステッ
プＳ２１０）。所定の倍率に到達した場合（ステップＳ２１０：Ｙｅｓ）、撮像装置１は
メインルーチンに戻る。一方、所定の倍率に到達していない場合（ステップＳ２１０：Ｎ
ｏ）、撮像装置１はステップＳ２０９に戻り、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせるこ
とによって画像の拡大を続ける。
【００６６】
　つぎに、光学ズームが可能でない場合（ステップＳ２０８：Ｎｏ）について説明する。
この場合、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作量と速度算出部２８５が算出したズー
ム速度とに基づいて、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせることによって画像
を徐々に拡大する（ステップＳ２１１）。この状況下は、被写体が画像の中心になり、さ
らに画像の中心を電子ズーム動作で拡大する状況を示す。具体的には、図８（ｄ）に示す
画像Ｅ４の中心を電子ズーム動作で拡大することによって行う。これにより、被写体の顔
をさらに拡大した動画を撮影することができる。
【００６７】
　その後、制御部２８は、電子ズームが所定の倍率に到達したか否かを判断する（ステッ
プＳ２１２）。所定の倍率に到達した場合（ステップＳ２１２：Ｙｅｓ）、撮像装置１は
メインルーチンに戻る。一方、所定の倍率に到達していない場合（ステップＳ２１２：Ｎ
ｏ）、撮像装置１はステップＳ２１１に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行
わせることによって画像の拡大を続ける。
【００６８】
　つぎに、図５のステップＳ１１２のズームダウン制御処理について説明する。図１０は
、図５のステップＳ１１１のズームダウン制御処理の概要を示すフローチャートである。
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まず、制御部２８は、撮像装置１が電子ズーム中であるか否かを判断する（ステップＳ３
０１）。具体的には、ズームアップ制御処理によって被写体が画像の中心（図８（ｄ））
になっているか否かを判断する。撮像装置１が電子ズーム中である場合（ステップＳ３０
１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ３０２に移行する。一方、撮像装置１が電子ズー
ム中でない場合（ステップＳ３０１：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ３０７に移行する
。
【００６９】
　まず、撮像装置１が電子ズーム中である場合（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）について説
明する。この場合、制御部２８は、画像の端部が基準点より内側であるか否かを判断する
（ステップＳ３０２）。具体的には、画像の中心が被写体であり、かつ、被写体の顔が拡
大、例えば画面からはみ出しているか否かを判断する。画像の端部が基準点より内側であ
る場合（ステップＳ３０２：Ｙｅｓ）、制御部２８は、電子ズーム部２８１に電子ズーム
動作を行わせることによって画像を徐々に縮小させ、画像の端部が基準点に到達したか否
かを判断する（ステップＳ３０４）。具体的には、図８に（ｄ）示すように、制御部２８
は、画像Ｅ４の端部が基準点Ｋ１に到達したか否かを判断する。画像の端部に基準点が到
達した場合（ステップＳ３０４：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、
画像の端部に基準点が到達していない場合（ステップＳ３０４：Ｎｏ）、撮像装置１はス
テップＳ３０３に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせることによって画
像を徐々に縮小する。
【００７０】
　これに対して、画像の端部が基準点より内側でない場合（ステップＳ３０２：Ｎｏ）、
制御部２８は、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせることによって画像を徐々
に縮小させる（ステップＳ３０５）。具体的には、図８（ｂ）～（ｄ）に示すように、制
御部２８は、電子ズーム部２８１の電子ズームによって画像を、画像Ｅ４→画像Ｅ３→画
像Ｅ２になるように徐々に縮小させる。これにより、撮影者は、電子ズーム部２８１に電
子ズーム動作で拡大する前の画像に滑らかに戻すことができる。
【００７１】
　その後、制御部２８は、電子ズームの開始位置であるか否かを判断する（ステップＳ３
０６）。具体的には、図８（ｂ）に示すように、制御部２８は、光学ズームから電子ズー
ムに切換えた時点の開始位置の画角で生成された画像まで縮小されたか否かを判断する。
電子ズームの開始位置である場合（ステップＳ３０６：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインル
ーチンに戻る。一方、電子ズームの開始位置でない場合（ステップＳ３０６：Ｎｏ）、撮
像装置１はステップＳ３０５に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせるこ
とによって画像の縮小を続ける。
【００７２】
　つぎに、撮像装置１が電子ズーム中でない場合（ステップＳ３０１：Ｎｏ）について説
明する。この場合、制御部２８は、被写体の顔が画像の中心より内側であるか否かを判断
する（ステップＳ３０７）。被写体の顔が画像の中心より内側である場合（ステップＳ３
０７：Ｙｅｓ）、制御部２８は、レンズ３部に光学ズーム動作を行わせることによって画
像を徐々に縮小し（ステップＳ３０８）、レンズ操作部３４が操作された際のズーム開始
位置であるか否かを判断する（ステップＳ３０９）。具体的には、図８（ａ）に示すよう
に、制御部２８は、レンズ操作部３４が操作された際のズーム開始位置で生成される開始
画像Ｅ１であるか否かを判断する。レンズ操作部３４が操作された際のズーム開始位置で
ある場合（ステップＳ３０９：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、レ
ンズ操作部３４が操作された際のズーム開始位置でない場合（ステップＳ３０９：Ｎｏ）
、撮像装置１はステップＳ３０８に戻り、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせることに
よって画像の縮小を続ける。
【００７３】
　これに対して、被写体の顔が画像の中心より内側でない場合（ステップＳ３０７：Ｎｏ
）、制御部２８は、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせることによって画像を徐々に縮
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小し（ステップＳ３１０）、光学ズームが所定の倍率に到達したか否かを判断する（ステ
ップＳ３１１）。光学ズームが所定の倍率に到達した場合（ステップＳ３１１：Ｙｅｓ）
、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、光学ズームが所定の倍率に到達していない
場合（ステップＳ３１１：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ３１０に戻り、レンズ部３に
光学ズーム動作を行わせることによって画像の縮小を続ける。
【００７４】
　以上説明した本実施の形態１によれば、設定部２８２が撮像部２１によって生成される
画像データに対応する画像の中で拡大する拡大領域を設定し、制御部２８がレンズ操作部
３４によって受け付けられた操作信号に応じて光学ズームされる画像の端部に基準点算出
部２８３によって算出された基準点が到達した場合、レンズ部３による光学ズームを停止
して電子ズーム部２８１の動作を開始する制御を行うとともに、電子ズーム部の動作中ま
たは動作後に拡大領域を画像の中心付近へ移動させながら全領域とする画像の画像データ
を生成する制御を行う。これによって、撮影者は、撮影中に難しい操作をすることなく、
簡易な操作で所望の領域の動画を撮影することができる。さらに、被写体への滑らかなズ
ーミング動作を行うことができる。
【００７５】
（実施の形態２）
　つぎに、本発明の実施の形態２について説明する。上述した本実施の形態１では、電子
ズームで拡大するときに基準点が画像の端部に位置するように電子ズーム部のトリミング
を制御することによって、被写体を画像の中心へ移動させながら拡大領域を全領域とする
画像の画像データを生成していたが、本実施の形態２では、電子ズームで拡大するとき、
拡大領域を全領域とする画像の画像データを生成した後、基準点が画像の端部に位置する
ように電子ズーム部のトリミングを制御することによって、被写体が画像の中心付近に移
動する画像の画像データを生成する。なお、本実施の形態２の撮像装置は、上述した本実
施の形態１の撮像装置１と同様の構成を有し、動画撮影モードのズームアップ制御処理の
み異なる。このため、本実施の形態２に係る撮像装置１による動画撮影モードのズームア
ップ制御処理のみ説明する。
【００７６】
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置１の動画撮影モードで行うズームアッ
プ制御処理において表示部が表示する画面の一例を示す図である。図１１において、撮像
装置１が被写体を動画撮影モードでズーミングした場合に、表示部２６が表示する複数の
画像のうち、代表的な５枚の画像W１１～W１５（図１１（ａ）～（ｅ））を示している。
なお、各画像Ｗ１１～Ｗ１５の間には、複数の画像が存在する。
【００７７】
　図１１に示すように、撮像装置１は、動画撮影中に撮影者によってレンズ操作部３４で
ズームアップ操作が行われることによって、ズーミングしながら所定の大きさになるまで
拡大し（図１１（ａ）→図１１（ｂ））、さらに画像の中心（レンズ部３の光軸中心）を
拡大する（図１１（ｃ））。その後、撮像装置１は、被写体を画像の中心付近へ移動させ
る（図１１（ｃ）→図１１（ｄ）→図１１（ｅ））。これにより、撮影者は、動画撮影中
でズーミングを行う場合、被写体に撮像装置１の向きを合わせることなく、レンズ操作部
３４の操作のみで、被写体が画像の中心付近に配置する動画を撮影することができる。
【００７８】
　つぎに、本実施の形態２に係る撮像装置１の動画撮影モードで行うズームアップ制御処
理について説明する。図１２は、本実施の形態２に係る撮像装置１の動画撮影モードで行
うズームアップ制御処理の概要を示すフローチャートである。図１３は、本発明の実施の
形態２に係る撮像装置１のズームアップ制御処理を説明する図である。
【００７９】
　図１２に示すように、制御部２８は、被写体の顔が画像の中心より外側であるか否かを
判断する（ステップＳ４０１）。具体的には、図１３に示すように、制御部２８は、被写
体Ｓ１の顔が開始画像Ｅ１の中心より外側であるか否かを判断する。被写体の顔が画像の
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中心より外側である場合（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ４０２
に移行する。一方、被写体の顔が画像の中心より外側でない場合（ステップＳ４０１：Ｎ
ｏ）、撮像装置１はステップＳ４１１に移行する。
【００８０】
　まず、被写体の顔が画像の中心より外側である場合（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）につ
いて説明する。この場合、基準点算出部２８３は、レンズ操作部３４による操作信号の入
力が開始した位置で生成された画像データに対応する開始画像と設定部２８２が設定した
拡大領域と基づいて、開始画像中において電子ズーム部２８１が動作を開始する際に撮像
部２１が生成する領域の端部を通過する基準点を算出する（ステップＳ４０２）。
【００８１】
　その後、制御部２８は、レンズ操作部３４の操作内容に応じて順次拡大する画像の端部
が基準点より外側であるか否かを判断する（ステップＳ４０３）。具体的には、図１３（
ａ）に示すように、開始画像Ｅ１の端部が基準点Ｋ１より外側であるか否かを判断する。
画像の端部が基準点より外側である場合（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）、制御部２８は、
速度算出部２８５が算出したズーム速度でレンズ部３に光学ズーム動作を行わせることに
よって、撮像部２１が生成する画像データに対応する画像が目標の画像Ｅ２（図１３（ａ
））になるように徐々に拡大する制御を行う（ステップＳ４０４）。
【００８２】
　続いて、制御部２８は、順次拡大する画像の端部が基準点に到達したか否かを判断する
（ステップＳ４０５）。具体的には、図１３（ｂ）に示すように、画像Ｅ２の端部が基準
点Ｋ１に到達したか否かを判断する。順次拡大する画像の端部が基準点に到達した場合（
ステップＳ４０５：Ｙｅｓ）、制御部２８は、レンズ部３による光学ズーム動作を停止す
る制御を行い、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、順次拡大する画像の端部が基
準点に到達していない場合（ステップＳ４０５：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ４０４
に戻り、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせることによって画像の拡大を続ける。
【００８３】
　つぎに、レンズ操作部３４の操作内容に応じて順次拡大する画像の端部が基準点より外
側である場合（ステップＳ４０３：Ｎｏ）について説明する。この場合、制御部２８は、
画像が拡大領域より小さいか否かを判断する（ステップＳ４０６）。具体的には、図１３
（ｂ）に示すように、画像Ｅ２が拡大領域Ｄ１（図９の顔領域Ｄ１）より小さいか否かを
判断する。画像が拡大領域より小さい場合（ステップＳ４０６：Ｙｅｓ）、制御部２８は
、速度算出部２８５が算出したズーム速度で電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わ
せることによって画像の中心を徐々に拡大する（ステップＳ４０７）。具体的には、図１
３（ｂ）～（ｃ）に示すように、制御部２８は、電子ズーム部２８１のトリミングを制御
し、画像Ｅ２→画像Ｅ３になるように徐々に拡大してレンズ部３の光軸を中心とする画像
の画像データを生成する。
【００８４】
　その後、制御部２８は、画像が拡大領域に到達したか否かを判断する（ステップＳ４０
８）。具体的には、制御部２８は、図１３（ｃ）に示すように、電子ズーム部２８１が生
成する画像Ｅ３が拡大領域に相当する大きさに到達したか否かを判断する。画像が拡大領
域に相当する大きさに到達した場合（ステップＳ４０８：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメイン
ルーチンに戻る。一方、画像が拡大領域に相当する大きさに到達していない場合（ステッ
プＳ４０８：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ４０７に戻り、電子ズーム部２８１に電子
ズーム動作を行わせることによって画像の拡大を続ける。
【００８５】
　これに対し、画像が拡大領域より小さくない場合（ステップＳ４０６：Ｎｏ）、制御部
２８は、画像の端部を基準点に移動する（ステップＳ４０９）。具体的には、図１３（ｄ
）～（ｅ）に示すように、制御部２８は、画像Ｅ３→画像Ｅ４→画像Ｅ５になるように電
子ズーム部２８１のトリミングを制御し、画像の端部が基準点Ｋ１となるように徐々に移
動させながら画像の画像データを生成する。
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【００８６】
　その後、制御部２８は、画像の端部が基準点に到達したか否かを判断する（ステップＳ
４１０）。具体的には、制御部２８は、図１３（ｅ）に示すように、電子ズーム部２８１
が生成する画像Ｅ５が、基準点Ｋ１に到達したか否かを判断する。画像の端部が基準点に
到達した場合（ステップＳ４１０：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方
、基準点Ｋ１に到達していない場合（ステップＳ４１０：Ｎｏ）、撮像装置１はステップ
Ｓ４０９に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作によってトリミングを続ける。
【００８７】
　つぎに、被写体の顔が画像の中心より外側でない場合（ステップＳ４０１：Ｎｏ）につ
いて説明する。この場合、制御部２８は、光学ズームが可能であるか否かを判断する（ス
テップＳ４１１）。光学ズームが可能である場合（ステップＳ４０１：Ｙｅｓ）、制御部
２８は、レンズ操作部３４の操作量と速度算出部２８５が算出したズーム速度とに基づい
て、レンズ部３に光学ズーム動作を行わせることによって画像を徐々に拡大し（ステップ
Ｓ４１２）、所定の倍率に到達したか否かを判断する。所定の倍率に到達した場合（ステ
ップＳ４１３：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインルーチンに戻る。一方、所定の倍率に到達
してない場合（ステップＳ４１３：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ４１２に戻り、レン
ズ部３に光学ズーム動作を行わせることによって画像の拡大を続ける。
【００８８】
　これに対して、光学ズームが可能でない場合（ステップＳ４１１：Ｎｏ）、制御部２８
は、レンズ操作部３４の操作量と速度算出部２８５が算出したズーム速度とに基づいて、
電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせることによって画像を徐々に拡大し（ステ
ップＳ４１４）、電子ズームが所定の倍率に到達したか否かを判断する（ステップＳ４１
５）。所定の倍率に到達した場合（ステップＳ４１５：Ｙｅｓ）、撮像装置１はメインル
ーチンに戻る。一方、所定の倍率に到達していない場合（ステップＳ４１５：Ｎｏ）、撮
像装置１はステップＳ４１４に戻り、電子ズーム部２８１に電子ズーム動作を行わせるこ
とによって画像の拡大を続ける。
【００８９】
　以上説明した本実施の形態２によれば、本実施の形態１と同様に、撮影中に難しい操作
をすることなく、簡易な操作で所望の領域、例えば被写体を画像の中心とした動画を撮影
することができる。さらに、被写体への滑らかなズーミング動作を行うことができる。
【００９０】
　なお、本発明において、顔検出部２８４が複数の被写体の顔を検出した場合、撮影者が
タッチパネル２７に指を接触させることによって所望の被写体を選択できるようにするこ
とも可能である。例えば、図１４に示すように、顔検出部２８４が複数の被写体の顔を検
出した場合（図１４（ａ））において、撮影者が右手の人差し指で被写体の顔領域Ｄ３を
タッチ（図１４（ｂ））したときに、設定部２８２は、タッチされた被写体の顔領域Ｄ３
を含む領域を拡大領域として設定する。その後、制御部２８は、拡大領域Ｄ３を電子ズー
ム部２８１が生成する拡大画像の中心へ移動する制御を行う。これにより、画像内に複数
の被写体が存在していても、所望の被写体を選択することができ、動画撮影中にズーミン
グしながら所望の被写体を画像の中心に移動させて撮影することができる。
【００９１】
　また、本発明において、設定部２８２は、タッチパネル２７における外部からの物体の
接触位置に応じて拡大領域を設定することも可能である。例えば、図１５に示すように、
撮影者は、ズーム操作を行う前に、右手の二つの指（図１５では親指と人差し指）をタッ
チパネル２７に接触させることにより、ズームしたい領域の対角線上の位置を指定する。
その後、図１６に示すように、設定部２８２は、二つの指のタッチ領域Ｐ１，Ｐ２を含み
、タッチ領域Ｐ１，Ｐ２が対角線の近傍に位置するとともに縦横比が表示部２６の縦横比
と同じになるように拡大領域Ｄ４を設定する。さらに、本発明において、設定部２８２は
、タッチパネル２７に一本の指のみ接触させることによって拡大領域を設定できるように
することも可能である。例えば、撮影者が右手の人差し指でタッチした場合、このタッチ
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部分を含めた所定の大きさで領域を設定するようにしてもよい。この場合、制御部２８は
、図５示すステップＳ１０８の顔検出に換えて、タッチパネル２７がタッチされたか否か
を判断するようにすればよい。これにより、動画撮影中に撮像装置１が撮影する画像の中
に被写体である人物が存在しなくても所望の領域を拡大して動画を撮影することができる
。
【００９２】
　また、本発明において、設定部２８２は、ピントが合った領域を拡大領域に設定しても
よい。例えば撮像部２１が生成する画像の中でピントが合った領域を拡大領域として設定
してもよい。
【００９３】
　また、本発明において、レンズ操作部３４を操作した場合に、撮像装置１がズーム操作
を行っていたが、本体部２に設けられたズームスイッチ２２３で撮像装置１のズーム操作
を行ってもよい。
【００９４】
　また、本発明において、レンズ操作部３４として、ズームリングの代わりにピント合わ
せリングを適用してもよい。さらに、レンズ操作部３４として、図１７に示すように二つ
のスイッチ４１，４２をズームレンズ３１の周辺に設けてもよい。この二つのスイッチ４
１，４２は、レンズ操作部３４をズームリングとした場合のズームリングの二つの回転方
向に相当している。具体的には、スイッチ４１は、ズームアップ操作の機能を有し、スイ
ッチ４２は、ズームダウン操作の機能を有する。このとき、速度算出部２８５は、スイッ
チ４１，４２の操作時間に基づいて、撮像装置１のズーム速度を算出するようにしてもよ
い。
【００９５】
　また、本発明において、動作撮影モードが被写体を画像の中心付近へ移動させながら全
領域とする画像の画像データを生成していたが、当然これに限られるものではない。本発
明の撮像装置１は、通常の動画撮影モードも行う。
【００９６】
　また、本発明において、レンズ部３が本体部２に着脱可能であったが、たとえば、レン
ズ部３と本体部２とを一体的に設けても良い。
【００９７】
　また、本発明において、撮像装置１をデジタル一眼レフカメラとして説明しているが、
例えばデジタルビデオカメラや携帯電話などに適用してもよい。
【符号の説明】
【００９８】
　１　　　　　　撮像装置
　２　　　　　　本体部
　３，４　　　　レンズ部
　２１　　　　　撮像部
　２２　　　　　操作入力部
　２３　　　　　時計
　２４　　　　　本体通信部
　２５　　　　　記憶部
　２６　　　　　表示部
　２７　　　　　タッチパネル
　２８　　　　　制御部
　３１　　　　　ズームレンズ
　３２　　　　　レンズ駆動部
　３３　　　　　位置判定部
　３４　　　　　レンズ操作部
　３５　　　　　レンズ通信部
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　３６　　　　　レンズ制御部
　４１，４２　　スイッチ
　２８１　　　　電子ズーム部
　２８２　　　　設定部
　２８３　　　　基準点算出部
　２８４　　　　顔検出部
　２８５　　　　速度算出部
　２８６　　　　動画圧縮部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】
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【図１６】



(22) JP 5620142 B2 2014.11.5

【図１７】



(23) JP 5620142 B2 2014.11.5

10

フロントページの続き

    審査官  山口　祐一郎

(56)参考文献  特開２００９－１７１４２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－２２５１９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－７８６３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２９６８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－５９６６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３３５０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９７０５５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　　５／００－５／０８
              　　　　　　　１５／００－１５／０３５
              　　　　　　　１５／０６－１５／１６
              　　　　　　　１７／０４－１７／１７
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２－５／２５７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

